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令 和 6 年 2 月 8 日 

奈良市職員任用試験委員会 

令和 5年度 

奈良市任期付職員（社会福祉職）採用試験案内 
 
令和６年４月採用予定の任期付職員（社会福祉職）を対象とした採用試験を次のとおり行います。 
※採用日は、令和６年４月１日から令和６年７月１日までの範囲で相談に応じます。 

【任期付職員とは】 

 

 

 

申込方法 ： 奈良市ホームページ内掲載の申込専用フォーム（LoGo フォーム）（２ページ参照） 

受付期間 ： 令和 6年 2月 8日（木）～２月２１日（水）23：59 

 

１ 受験資格                                                                          

職 種 
採用予定人数 
（程度） 

年齢 資格・免許（申込日時点） 

社会福祉職 
（生活保護ケースワーカー） 

10人 年齢不問 社会福祉分野での職務経験が 5年以上ある人 

※ 試験の結果、適任者がいない場合は、採用を見合わせることがあります。 
※ 社会福祉主事任用資格者または生活保護ケースワーカーの実務経験を有している人材を求めています。 

○ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 
（1）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（2）奈良市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

（3）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（4）日本国籍を有しない人で在留資格において就職等が制限されている者（採用予定日において制限のない者を除く） 

〔社会福祉主事の任用資格〕 

社会福祉主事の任用資格を有するには、次の（（ア）～（ウ）の）いずれかに該当することを要します。 

（ア）社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目のうち、学校教育法に基づく大学等において、3科目以上履修し、卒業するこ

と。 

（イ）社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。 

（ウ）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有すること。 

※厚生労働大臣の指定する科目等については、必ず厚生労働省ホームページ「社会福祉主事任用資格の取得方法」で確認してく

ださい。（https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html） 

 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例に基づき、一時的な業務量の増加や市民サービスの提供体制の充実に対応するため、任期

を定めて採用する職員です。 

勤務条件（諸手当・勤務時間・休暇等）については、基本的に任期の定めのない常勤の職員と同様になります。 
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２ 任用期間                                                                          

   令和６年４月１日～令和９年３月３１日   

 （但し、任期を更新する可能性があります。） 

３ 試験内容・試験日・試験会場等                                                        

※災害等により試験内容や日程等を変更する場合は、奈良市ホームページにおいてお知らせします。 

※採用試験に係る経費については、奈良市民の方々に納めていただいた貴重な税金で賄います。申し込みを行った場合は、

必ず受験してください。また、やむを得ない理由で受験できなくなった場合は、必ず奈良市職員任用試験委員会に事前に

連絡を行い、無断で欠席することのないよう注意してください。 

 

４ 受験手続の注意事項                                                                            

（注 1）奈良市ホームページ又は以下の URLや QR コードを読取り、申込専用フォームより申し込んでください。 

※携帯電話のメールアドレスを登録した場合や誤入力、通信回線上の障害等により、奈良市などからのメールが受信できず、

申し込みできない場合があります。これらの場合で受験できなかったときは、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

（注２）スマートフォンからの入力も可能です。 

（注３）申込画面では、受験職種や学歴のほか、志望動機などの文章入力も必要ですので、必ず事前に画面で入力項目・注意事項を確

認し、準備した上で申し込んでください（一時保存機能はあります）。 

（注４）送信後、受験番号（アルファベット-４桁の番号。「受付番号」とは異なります）が表示されます。また、受験番号は、登録したメール

アドレス宛に自動で届く送信完了メール内にも表示されています。受験番号が表示されない、送信完了メールが届かない場合は

申込ができていない可能性がありますので、奈良市職員任用試験委員会に必ずお問合せください。 

（注５）試験当日に何らかの配慮を必要とする人は、必ず申込専用フォーム内の該当箇所にご入力ください。 

（注６）申込みは１回です。重複申込の場合は、最初に入力した内容が書類選考の対象となります。申込送信以降、申込内容の変更はで

きませんので、内容に不備がないか必ず確認してください。 

（注７）個別面接受験依頼メールは、２月２２日以降、申込専用フォームに入力されたメールアドレスに届きます。 

◆エントリー申込専用フォーム（LoGo フォーム） 

URL： https://logoform.jp/form/p6et/495494   

QR コード▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
試験種類 

（詳細は別表参照） 
試験日 ・ 試験会場 合格発表 

試
験 

書類選考 受験申込時の提出書類による選考 

３月中旬 

（予定） 
個別面接 

【日時】 令和６年２月下旬～３月上旬（予定） 

 （日時はメールで通知します。（４ 受験手続の注意事項 注７）） 

【試験会場】 奈良市役所 

 

 注  意  次の場合は、選考しません。 

 ・入力（記載）漏れ（メールアドレスや本人署名欄、質問に対する回答など）がある。 

 ・受験資格に該当していない。 

 ・インターネット以外での申し込み。 

https://logoform.jp/form/p6et/495494
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５ 合格発表                                                                          

合格発表は、奈良市ホームページで掲載しますので、自身の合否結果を必ずホームページで確認してください。電話・窓口での合否

の照会には応じません。 

 

６ 合格から採用まで                                                                     

（1） 最終合格者は、合格発表日に作成する採用候補者名簿に登載し､令和 6 年 4 月に採用の予定です。ただし、令和６年７月１日ま

での範囲で相談に応じます。 

（2） 最終合格者以外に、不合格者の成績上位者から繰上合格候補者を決定することがあります。最終合格者から採用辞退等が生じ

た場合は、繰上合格候補者の成績上位者から最終合格者への繰上補充を行います。 

（3） 採用候補者名簿は、原則として 1 年間有効です。例年、本人辞退や本人の帰責による場合等を除いて、最終合格者全員が採用

予定日に採用されています。 

（4） 受験資格がないことや記載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

※ 合格後の提出書類     （注）提出書類は一切お返ししません。資格証・免許に関しては、原本を確認後お返しします。 

対象者 提 出 書 類 提 出 時 期 

合格者全員 ・職歴証明書 

試験合格後 

有資格者のみ 

・社会福祉主事の任用資格が確認できる書類（①～③のいずれか） 

 ① 社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書 

 ② 社会福祉主事任用講習会受講修了証明書 

 ③ 社会福祉士・精神保健福祉士資格証 

 

7 試験結果の開示                                                                      

（１） 各試験の結果（総合順位、総合得点及び試験種類別得点）について、個人情報の保護に関する法律第 69 条に基づき、成績開

示を下記の専用フォームより請求することができます。電話等による請求は、できません。 

（2） 成績開示を請求する人は、各試験合格発表の日から３カ月以内に、奈良市ホームページの以下の URL または QR コードより申し

込んでください。 

（3）成績は、開示請求メール受信から約 2週間以内にエントリー申込専用フォームに登録されたメールアドレスに返信します。 

※各試験種類においては、最低限必要な得点を「基準点」として定めている場合があります。その場合に、基準点に達しない試験が 1 つ

でも存在する受験者は、他の試験種類の成績にかかわらず不合格となります。 

 

◆成績開示申込専用フォーム 

URL：https://logoform.jp/form/p6et/352853   

QR コード ▶ 

8 主な職務内容及び勤務条件                                                            

職 種 主な職務内容（基本的な勤務時間は、1週間当たり 38時間 45分です） 

社会福祉職 
市長事務部局における福祉の専門職として、生活保護に関する訪問調査、相談・支援業務、その他
生活保護受給者が自立するための支援（ケースワーカー・就労支援など）に従事します。 

 

https://logoform.jp/form/p6et/352853
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9 給与                                                                                             

職  種 月額（地域手当含む） 備  考 

社会福祉職 281,820円 奈良市職員給料表の定年前再任用短時間勤務職員欄 3号給 

※ 任期中の昇給はありませんが、上記の他に、期末･勤勉手当が支給され､通勤手当、扶養手当､住居手当、特殊勤務手
当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 
※ 採用前に給与条例の改正等があった場合にはその規定による支給となります。 

 

１０ ＦＡＱ                                                                                             

質  問 回  答 

面接の日程を変更することはできます

か？ 

原則、日程を変更することはできません。指定された日時に受験するようにしてください。た

だし、現職の都合等で受験が困難な場合は可能な範囲で対応しますので奈良市職員任

用試験委員会まで問い合わせてください。 

 

１１ 申込の宛先及び問い合わせ先                                                                 

問

い

合

わ

せ

先 

試験全般及び給与等に関して 
奈良市職員任用試験委員会（奈良市役所人事課内） 

 電話 （0742）34－4821 （直通） 

主な職務内容に関して 福祉部 保護課   電話 （0742）34－4757 （直通） 

 


